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１ 現行制度の概要 

都道府県は、条例で定めるところにより、公害に
係る紛争について調停等を行うため、審査会を置く
ことができる（法第 13 条）とされており、また、審
査会を置かない都道府県の知事は、毎年、候補者を
委嘱し、候補者名簿を作成しておかなければならな
い（法第 18 条第１項）とされています。 

 
２ 法改正の内容 

今般の法改正により、審査会を置かない都道府県
の知事が、候補者を委嘱し、候補者名簿を作成する
期間については、従来の「毎年」に加え、新たに「１
年を超え３年以下の期間で条例で定める期間ごと」
に行うことも可能になりました。 

 
３ 省令改正の内容 

法改正を踏まえ、候補者の委嘱期間を明確にする
ため、候補者名簿には、従来の記載事項（①氏名、
②経歴及び弁護士となる資格を有する者にあって
は、その旨、③任命又は委嘱の年月日、④任期満了
の日）に加え、新たに「委嘱期間の満了の日」を記
載することとしました。 
 

４ 留意事項 

各都道府県には、令和２年６月 10 日付けで施行
通知（「公害紛争処理法等の一部改正について（通

 第 201 回国会において、公害紛争処理法（昭和 45 年法律第 108 号。以下「法」という。）の一
部改正を含む「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に
関する法律」（令和２年法律第 41 号）が６月３日に成立し、６月 10日に公布・施行されました。 
今回の法改正により、都道府県公害審査会（以下「審査会」という。）を置かない都道府県にお

いて知事が委嘱することとされている、公害審査委員候補者（以下「候補者」という。）の委嘱期
間を１年より長い期間とすることが可能となりました。 
この法改正に関連して、公害紛争処理法施行規則（昭和 47 年総理府令第 47 号）の一部を改正す

る省令（令和２年総務省令第 59号）が６月 10日に公布・施行されました。 
この省令改正により、候補者名簿の記載事項が追加となりました。 

知）」）を発出しましたので、御確認ください。 
なお、施行に伴う留意事項は、次のとおりです。 

① 審査会を置いている都道府県は、従前のとおり
であること。 

② 審査会を置かない都道府県のうち、毎年、候補
者を委嘱する場合には、条例制定は不要であり、
新たに候補者を委嘱するまでは現在の名簿でも
よいこと。 

③ 審査会を置かない都道府県のうち、１年を超え
３年以下の期間ごとに、候補者を委嘱する場合に
は、条例制定が必要であり、条例で期間を定めた
ときは、新しい名簿（委嘱期間の満了の日等を記
載した名簿）を作成しておかなければならないこ
と。 

 

５ その他 

詳しくは公害等調整委員会ホームページに「公害
紛争処理法及び同法施行規則の改正」を掲載してお
りますので、以下のＵＲＬから御覧ください。 
https://www.soumu.go.jp/kouchoi
/for_local-government.html 
 

【本件問合せ先】 
公害等調整委員会事務局 総務課 指導連絡係 
℡：03-3581-9956 

https://www.soumu.go.jp/kouchoi/for_local-government.html
https://www.soumu.go.jp/kouchoi/for_local-government.html


 

 
図１ 公害紛争処理法の一部改正の概要 

 
 

 
図２ 公害紛争処理法及び同法施行規則の新旧対照表 
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